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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
派
遣
労
働
者
の
労
働
災
害
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

事
業
主
か
ら
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
さ
れ
た
労
働
者
死
傷
病
報
告
及
び
総
務
省
の
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
る
と
、

平
成
二
十
五
年
の
製
造
業
に
お
け
る
労
働
者
千
人
当
た
り
の
一
年
間
の
休
業
四
日
以
上
の
死
傷
者
数
（
以
下
「
年
千
人
率
」

と
い
う
。
）
は
、
派
遣
労
働
者
が
四
・
八
人
、
全
労
働
者
が
二
・
八
人
で
あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

派
遣
労
働
者
の
年
千
人
率
が
全
労
働
者
の
年
千
人
率
よ
り
高
い
要
因
と
し
て
は
、
一
般
的
に
、
派
遣
労
働
者
は
、
業
務
の

経
験
年
数
が
短
い
こ
と
や
派
遣
労
働
者
の
安
全
衛
生
教
育
の
受
講
率
が
低
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

安
全
衛
生
教
育
の
受
講
率
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
平
成
二
十
五
年
「
労
働
安
全
衛
生
調
査
（
実
態
調
査
）
」
」

（
以
下
「
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
「
雇
い
入
れ
ら
れ
た
・
派
遣
さ
れ
た
と
き
及
び
作
業
内
容
が
変
わ
っ
た
と
き
に

安
全
衛
生
教
育
を
受
け
て
い
な
い
」
と
答
え
た
労
働
者
は
、
「
正
社
員
」
が
三
十
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
契
約
社
員
」
が

三
十
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
が
三
十
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
臨
時
・
日
雇
労
働
者
」
が
三
十

五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
派
遣
労
働
者
」
が
四
十
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
安

一



全
衛
生
教
育
の
受
講
率
が
他
の
雇
用
形
態
の
労
働
者
に
対
す
る
も
の
よ
り
低
い
要
因
と
し
て
は
、
調
査
に
よ
る
と
、
事
業
主

が
派
遣
労
働
者
を
含
む
「
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
教
育
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
」
と
し
て
、
「
非
正
規
労
働

者
は
危
険
な
作
業
に
は
従
事
し
て
い
な
い
た
め
」
が
四
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
最
も
多
い
こ
と
か
ら
、
派
遣
労
働
者
に
対
す

る
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
の
必
要
性
に
関
す
る
事
業
主
の
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
事
業
主
に
よ
る
安
全
衛
生
教
育
の
実
施

を
促
進
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
同
省
に
お
い
て
、「
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
条
件
及
び
安
全
衛
生
の
確
保
に
つ
い
て
」

（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
基
発
第
〇
三
三
一
〇
一
〇
号
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
）
に
よ
り
派
遣
労
働

者
の
労
働
条
件
及
び
安
全
衛
生
の
確
保
に
当
た
り
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
事
業
主
が
各
自
、
又
は
両
者
が
連
携
し
て
実

施
す
べ
き
重
点
事
項
等
を
示
す
と
と
も
に
、
派
遣
労
働
者
の
安
全
衛
生
教
育
等
を
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
事
業
主
が
連

携
し
て
効
果
的
に
実
施
す
る
具
体
的
な
方
法
等
を
示
し
た
「
製
造
業
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
に
係
る
安
全
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
を
作
成
し
、
そ
の
普
及
を
含
め
て
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
事
業
主
に
対
し
て
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
製
造
業
の
現
場
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
の
安
全
に
か
か
る
実
態
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

二



で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
製
造
業
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
の
労
働
災
害
の
発
生
状
況
及
び
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
状

況
に
つ
い
て
的
確
に
把
握
し
、
製
造
業
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
の
安
全
の
確
保
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の

調
査
研
究
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
今
後
、
製
造
業
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
の
安
全
の
確
保
に
向
け
た
更
な
る
周

知
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
実
態
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
そ
の
把
握
方
法
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て

ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
平
成
二
十
三
年
に
公
表
し
た
「
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
関
す
る
調
査
」

に
よ
る
と
、
「
正
社
員
」
の
平
均
の
「
年
休
取
得
日
数
」
及
び
「
年
休
取
得
率
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
・
一
日
及
び
五
十
一
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
派
遣
社
員
」
の
平
均
の
「
年
休
取
得
日
数
」
及
び
「
年
休
取
得
率
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

八
・
九
日
及
び
八
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

九
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

三



職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者

は
、
労
働
者
の
募
集
に
当
た
り
、
募
集
に
応
じ
て
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内

容
及
び
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
同
法
第
四

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
募
集
に
係
る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
募
集
に
応
じ

よ
う
と
す
る
労
働
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
平
易
な
表
現
を
用
い
る
等
そ
の
的
確
な
表
示
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
同
法
上
「
正
社
員
」
に
つ
い
て
確
立
し
た
定
義
は
存
在
し
な
い
た
め
、
具
体
的
な
労
働
条
件
、
社

会
通
念
上
の
「
正
社
員
」
の
概
念
等
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

な
お
、
一
般
論
と
し
て
は
、
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
が
あ
る
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
の
募
集
に
当
た
り
、
「
正
社
員
」

と
表
示
す
る
こ
と
は
適
切
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
派
遣
元
事
業
主
が
、
派
遣
先
と
の
間
で
労
働
者
派
遣
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
期
間
に
派
遣
労
働
者

四



に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
派
遣
元
事
業
主
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
派
遣
労
働
者
を
休
業

さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
法
令
上
の
規
制
は
な
い
。

五


